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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口部に設置される窓枠と、窓枠にスライド開閉可能に配置される障子と、上枠に配置
される樹脂部材とを有し、
　樹脂部材は、閉鎖時において、上枠の障子の案内レールの室内側に隣接する下面を覆う
部位から前記障子の上面に向けて傾斜しながら垂下して前記障子の上面に近接するヒレ片
を有する
　ことを特徴とする断熱サッシ。
【請求項２】
　開口部に設置される窓枠と、窓枠にスライド開閉可能に配置される障子と、上枠に配置
される樹脂部材とを有し、
　樹脂部材は、閉鎖時において、上枠の障子の案内レールの室内側に隣接する下面を覆う
部位から前記障子の上面に向けて傾斜しながら垂下した状態に維持されて前記障子の上面
に近接する別体のヒレ片を有する
　ことを特徴とする断熱サッシ。
【請求項３】
　開口部に設置される窓枠と、窓枠にスライド開閉可能に配置される障子と、上枠に配置
される樹脂部材とを有し、
　樹脂部材は、見込み方向の一部分に、下方に向けて突出して障子の上面に近接する中空
の突出部を有する
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　ことを特徴とする断熱サッシ。
【請求項４】
　樹脂部材は、上枠との間に空隙を形成して配置されている
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の断熱サッシ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物の開口部に設置される断熱サッシに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、建物の開口部に設置されるサッシには断熱性が求められており、枠体を室内
側部材と室外側部材とを断熱部材により連結して構成することにより、室内外に亘る熱の
伝達を防止する引違い式の断熱サッシは知られている。
　このような引違い式の断熱サッシにおいて、室外側部材の外案内レールと室内側部材の
内案内レールとの間に亘って樹脂製のカバー部材で覆うと共に、内案内レールの室外側に
遮蔽部材を設けることにより、内案内レールに直接外気等があたるのを防止して断熱性能
を向上させた断熱サッシは知られていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－５５８６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　通常、引違い式の断熱サッシは障子と枠体とがタイト材で密閉され、室外と室内空間を
遮断しているが、案内レール等を介して冷熱が伝達された空気が、障子と枠体との間の空
間で対流することにより冷熱が室内空間に伝達され、断熱性能の低下に繋がっていた。特
に、障子上面と上枠内周面との間については、ケンドンによる立て込み寸法確保の都合上
大きな空間を確保する必要が有り、また、障子をスライド移動させることから障子、枠体
及びタイト材を接触させることにも制限があり、障子上面と上枠内周面との間の大きな空
間での空気の対流による冷熱の伝達は無視できない存在だった。
　上記特許文献１の断熱サッシにおいては、遮蔽部材を設けることにより、室内側部材の
案内レールに直接外気があることを抑制して断熱性能を向上させるものであるが、障子上
面と上枠内周面との間の空間での空気の対流による冷熱の伝達については考慮されていな
かった。
　そのため、室外より室外側部材に伝達された冷熱は室外側部材の案内レールの室内面よ
り輻射熱として空気に伝達され、さらに、障子と枠体との間の空間における空気の対流に
より室内に伝達されてしまう可能性があった。
【０００５】
　本発明は、上記事情を鑑みたものであり、障子上面と上枠内周面との間における上枠の
案内レールの室内側の空気の対流を抑制し、上枠の案内レールの室内側面からの冷熱の室
内への伝達を防止して断熱性能を向上させることができる断熱サッシを提供することを目
的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のうち請求項１の発明は、開口部に設置される窓枠と、窓枠にスライド開閉可能
に配置される障子と、上枠に配置される樹脂部材とを有し、樹脂部材は、閉鎖時において
、上枠の障子の案内レールの室内側に隣接する下面を覆う部位から前記障子の上面に向け
て傾斜しながら垂下して前記障子の上面に近接するヒレ片を有する断熱サッシである。
　また、請求項２の発明は、開口部に設置される窓枠と、窓枠にスライド開閉可能に配置
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される障子と、上枠に配置される樹脂部材とを有し、樹脂部材は、閉鎖時において、上枠
の障子の案内レールの室内側に隣接する下面を覆う部位から前記障子の上面に向けて傾斜
しながら垂下した状態に維持されて前記障子の上面に近接する別体のヒレ片を有する断熱
サッシである。
　また、請求項３の発明は、開口部に設置される窓枠と、窓枠にスライド開閉可能に配置
される障子と、上枠に配置される樹脂部材とを有し、樹脂部材は、見込み方向の一部分に
、下方に向けて突出して障子の上面に近接する中空の突出部を有する断熱サッシである。
【発明の効果】
【０００７】
　本願の請求項１乃至４に係る発明の断熱サッシによれば、案内レールからの輻射熱等に
より冷熱の伝達された空気の室内空間への対流を抑制することができる。そして、突出部
は変形復元自在に設けられているので、障子の建て込み作業時に障子が突出部に接触して
も突出部は変形し、建て込みが終了すれば復元して所定の形状を維持できるので、突出部
を上枠もしくは障子の上框により近接させることができ、該空間から室内空間への空気の
流れを確実に抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る断熱サッシの縦断面図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る断熱サッシの横断面図である。
【図３】本発明の断熱サッシの上枠の召合せ部分を下から見た平面図である。
【図４】本発明の第２の実施形態に係る断熱サッシの上枠部分の縦断面図である。
【図５】本発明の第３の実施形態に係る断熱サッシの上枠部分の縦断面図である。
【図６】本発明の第４の実施形態に係る断熱サッシの上枠部分の縦断面図である。
【図７】本発明の第５の実施形態に係る断熱サッシの上枠部分の縦断面図である。
【図８】本発明の第６の実施形態に係る断熱サッシの上枠部分の縦断面図である。
【図９】本発明の第７の実施形態に係る断熱サッシの上枠部分の縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の実施形態の断熱サッシの構成を、図面を参照して説明する。
（全体の構成）
　本発明の実施形態の断熱サッシは、建物開口部に設置され、上枠１１、下枠１２及び右
、左縦枠１３，１４を四周に組んでなる窓枠１と、上框２１，３１、下框２２，３２、左
右縦框（戸先框２３，３４及び召合せ框２４，３３）を四周に組んでその内周にパネル体
が嵌め込まれてなる内、外障子２，３とからなり、窓枠１に形成された内、外案内レール
に沿って内、外障子２，３を左右方向に移動可能に支持することにより、引き違い窓とし
て構成されている。
　なお、本発明の断熱サッシは、引き違い窓に限るものではなく、片引き窓など、窓枠に
対して障子を横にスライドさせて開閉するものであれば、どのような方式の断熱サッシで
あってもよい。
【００１０】
－第１の実施形態－
　本発明の第１の実施形態の断熱サッシについて、図１乃至３を参照して説明する。
（枠体の構成）
　上枠１１は、アルミニウム等の金属材料により形成された室外側上部材１１１及び室内
側上部材１１２と、室外側上部材１１１と室内側上部材１１２とを連結する樹脂等の断熱
材からなる連結部材１１３と、室内側上部材１１２の下面内周に配置固定される樹脂製の
樹脂上部材１１４とにより構成されている。
　室外側上部材１１１の室外寄りの下面には、外障子３を案内する外案内レール（案内レ
ール）１１１ａが垂下されるとともに、室内側上部材１１２の室外側端部の下面には、内
障子２を案内する内案内レール（案内レール）１１２ａが垂下されている。
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【００１１】
　樹脂上部材１１４は、室内側上部材１１２の内案内レール１１２ａの室内面を覆う室外
壁部１１４ａと、室内側上部材１１２の下面を覆う上壁部１１４ｂと、上壁部１１４ｂの
室内側端より下方に垂下する室内壁部１１４ｃと、室内壁部１１４ｃの下端より室内側に
延設する額部１１４ｄとからなる。
　そして、樹脂上部材１１４の上壁部１１４ｂを室内側上部材１１２に係合した状態で、
両者を貫通するネジｇ等で内周側から複数箇所固定することにより、建物の開口部に強固
に取付けられている。
【００１２】
　外案内レール１１１ａと内案内レール１１２ａの間には、室外側上部材１１１の下面を
覆う樹脂製のレール間上カバー５１が配置されている。
　レール間上カバー５１は、上枠１１の略半分の長さを備えた略平板状の長尺の部材とし
て構成されており、少なくとも上枠１１の召合せ部上方位置に設置された風止板ｄと左縦
枠１４との間に配置され、内、外障子２，３の閉鎖時において室内に露出される室外側上
部材１１１の下面から冷熱が室内に伝達されることを防止している。
【００１３】
　そして、外案内レール１１１ａの室内側におけるレール間上カバー５１の下面、及び、
内案内レール１１２ａの室内側における樹脂上部材１１４の上壁部１１４ｂの下面には、
軟質樹脂等軟質材のヒレ状の突出部７１，７２が下方に行くほど室内側となるように傾斜
しながら垂下しており、外、内障子３，２の上面に近接または当接するように設けられて
いる。
【００１４】
　上記突出部７１，７２は軟質材により変形復元自在に形成されているので、内、外障子
２，３をケンドンで立て込む際には、ヒレ状の突出部７１，７２は容易に変形し、立て込
み作業をスムーズに行うことができる。また、施工後は元の形状に復元して突出部７１，
７２の下端を内、外障子２，３上面に近接または当接させることができるので、上枠１１
内周面と内、外障子２，３上面の間に障子を建て込み可能とするために十分な間隔を確保
しつつ、建て込み完了後は突出部７１，７２が該間隔の少なくとも一部の範囲を塞ぐこと
ができる。
【００１５】
　これにより、外、内案内レール１１１ａ，１１２ａの室内側における上枠１１内周面と
外、内障子３，２上面の間の空間を室内空間と分離して、外、内案内レール１１１ａ，１
１２ａの室内側面から冷熱が伝達された空気が該空間を通って室内に流れる対流を抑止し
ている。
【００１６】
　さらに、突出部７１，７２は、下方に行くほど室内側となるように傾斜しながら垂下さ
せているので、障子の建て込み時における変形が長手方向全長にわたって一様に行われ、
途中でネジレなどが発生することを防止でき、復元時に良好な近接又は当接状態を保つこ
とができる。
【００１７】
　なお、ヒレ状の突出部７１，７２は、軟質樹脂としてレール間上カバー５１又は樹脂上
部材１１４の樹脂形材に一体成型して形成することができるが、ヒレ状の突出部７１，７
２のみを別体として形成し係合手段等によりレール間上カバー５１又は樹脂上部材１１４
に取付けて形成することもできる。さらに、突出部７１，７２は、軟質材により形成され
た半円の中空部やヒンジ部等により揺動するように支持された硬質のヒレ部材でもよく、
また、障子の上面に設けてもよい。その他、障子の立て込み時に変形し、立て込みが完了
した後には復元する部材であれば、特に制限されない。
【００１８】
　樹脂上部材１１４の室内壁部１１４ｃの下端室外側には、内障子２の上框２１の室内側
面に近接するように突出部８１が設けられている。突出部８１は、樹脂上部材１１４と一
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体的に形成されるヒレ片として形成されており、内障子２上面の空間を室内空間とを分離
して、内案内レール１１２ａや樹脂上部材１１４を固定するネジｇを介して冷熱が伝達さ
れた空気が内障子２の上面と上枠１１の下面との間を対流して室内に流れ込むことを抑制
している。
　突出部８１によって内障子２上面の空間を室内空間と分離して空気の対流が抑制される
ので、内案内レール１１２ａにより伝達される冷熱のみならず、樹脂上部材１１４を固定
するネジｇにより伝達される冷熱を抑制することができ、さらに良好な断熱性能を得るこ
とができる。さらに、ヒレ状の突出部７２や突出部８１を樹脂上部材１１４に形成するこ
とにより、枠体及び障子の樹脂部分と突出部７２，８１とにより樹脂材により囲まれる空
間を形成することができ、断熱性を向上させることができる。
【００１９】
　下枠１２は、アルミニウム等の金属材料により形成された室外側下部材１２１及び室内
側下部材１２２と、室外側下部材１２１と室内側下部材１２２とを連結する樹脂等の断熱
材からなる連結部材１２３と、室内側下部材１２２の上面内周に配置固定される樹脂製の
樹脂下部材１２４とにより構成されている。
　室外側下部材１２１の室外寄りの上面には外障子を案内する外案内レール１２１ａが設
けられ、室内側下部材１２２の室外側端部より内障子を案内する内案内レール１２２ａが
設けられている。
　そして、外案内レール１２１ａと内案内レール１２２ａの間には、室外側下部材１２１
の上面を覆う樹脂製のレール間下カバー５２が配置されている。
【００２０】
　レール間下カバー５２は、下枠１２の略半分の長さを備えた略平板状の長尺の部材とし
て構成されており、少なくとも下枠１２の召合せ部下方位置に設置された召合せブロック
（図示しない）と左縦枠１４との間に配置され、内、外障子２，３の閉鎖時において室内
に露出される室外側下部材１２１の上面から冷熱が室内に伝達されるのを抑制している。
【００２１】
　樹脂下部材１２４は、室内側下部材１２２の上面を覆う底壁部１２４ａと、底壁部１２
４ａの室内側端より上方に延設する室内壁部１２４ｂと、室内壁部１２４ｂの上端より室
内側に延設する額部１２４ｃとからなり、樹脂下部材１２４の室内壁部１２４ｂの上端室
外側には内障子２の下框２２の室内側面に近接するように、突出部８２が設けられており
、内案内レール１２２ａの室内側における下枠１２内周面と内障子２上面の間の空間を室
内空間と分離して、内案内レール１２２ａの室内側面から冷熱が伝達された空気の室内へ
の対流を抑制している。
【００２２】
　右縦枠１３は、アルミニウム等の金属材料により形成され、内周面に内障子２の戸先框
２３に配置される引寄せブロックｆが当接する引寄せ片１３１ａが設けられた本体部材１
３１と、本体部材１３１の室内側内周面に配置固定される樹脂右部材１３２により構成さ
れている。
【００２３】
　樹脂右部材１３２は、本体部材１３１に係合される取付部１３２ａと、取付部１３２ａ
の室内側端より内周方向へ延びる右縦壁部１３２ｂと、右縦壁部１３２ｂの内周側端より
室内側へ延設する額部１３２ｃにより構成され、取付部１３２ａを本体部材１３１に係合
させた状態で、両者を貫通するネジｇ等で内周側から複数箇所固定することにより、建物
の開口部に強固に取付けられている。
【００２４】
　そして、樹脂右部材１３２の右縦壁部１３２ｂの内周端室外側面より内障子２の戸先框
２３の室内側面に近接するように突出部８３が設けられており、内障子２の戸先面と右縦
枠１３内周面の間の空間を室内空間と分離して、内障子２の戸先面と右縦枠１３内周面の
間の空間を通る空気の対流を抑制している。
【００２５】
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　左縦枠１４は、アルミニウム等の金属材料により形成され、内周面に外障子３の戸先框
３４に配置される引寄せブロックｆが当接する引寄せ片１４１ａが設けられた本体部材１
４１と、本体部材１４１の室内側内周面に配置固定される樹脂左部材１４２により構成さ
れている。
【００２６】
　樹脂左部材１４２は、本体部材１４１に係合され左縦枠１４の室内側内周面を覆う本体
部１４２ａと、本体部１４２ａの室内側に延設する額部１４２ｂとにより構成されており
、本体部１４２ａの室外面内周側端より外障子３の戸先框３４の室内側面に近接するよう
に突出部８４が設けられており、外障子３の戸先面と左縦枠１４内周面の間の空間を室内
空間と分離して、冷熱が伝達された空気が該空間を通って室内に流れる対流を抑止してい
る。
【００２７】
　樹脂左部材１４２の本体部１４２ａには、上下方向の複数箇所において内周方向に開口
する取付凹部１４２ｃを備えており、取付凹部１４２ｃの底壁を本体部材１４１に重合さ
せた状態で、両者を貫通するネジｇ等で内周側から複数箇所固定することにより、建物の
開口部に強固に取付けられている。
　なお、取付凹部１４２ｃは、樹脂左部材１４２の長手方向（上下方向）に連続する溝部
として構成してもよい。
【００２８】
　取付凹部１４２ｃの開口周縁には、開口の中心（中心線）に向かって延びるヒレ状の遮
蔽部材１４２ｄ，１４２ｄが複数設けられており、樹脂左部材１４２を左縦枠１４の本体
部材１４１に重合させた状態でネジｇ等で固定した際に、アルミニウム等よりなる左縦枠
１４の本体部材１４１を介してネジｇ等に伝達された冷熱が室内への伝達されることを抑
制すると共に、ネジｇ等の頭が室内に露出することによる意匠の低下を抑えている。
【００２９】
（障子の構成）
　障子の構成について、内障子２を用いて説明する。
　内障子２の上框２１は、アルミニウム等の金属材料により形成された上框室外側部２１
１と樹脂等により形成された上框室内側部２１２とからなる複合框として構成されており
、上框２１の外周には、上枠１１に形成された内案内レール１１２ａにより案内される案
内溝が形成されている。
【００３０】
　案内溝の室外側上端及び室内側上端には、内案内レール１１２ａに当接もしくは近接す
るタイト材が取付けられており、上枠１１と上框２１との間を気密して、上框２１の上面
と上枠１１下面との間を通って外気が直接室内に入り込むことを防止している。
【００３１】
　内障子２の下框２２は、アルミニウム等の金属材料により形成された下框室外側部２２
１と樹脂等より形成された下框室内側部２２２とからなる複合框として構成されており、
下框２２の外周には案内溝が形成され、案内溝内には、下枠１２に形成された内案内レー
ル１２２ａ上を走行する車輪ａが配置されている。
【００３２】
　案内溝の室外側下端には、内案内レール１２２ａに当接するタイト材が取付けられてお
り、下枠１２と下框２２との間を気密して、下框２２の下面と下枠１２上面との間を通っ
て外気が直接室内に入り込むことを防止している。
【００３３】
　内障子２の戸先框２３は、アルミニウム等の金属材料により形成された戸先框室外側部
２３１と樹脂等より形成された戸先框室内側部２３２とからなる複合框として構成されて
いる。
　戸先框２３の外周には右縦枠１３に形成された引寄せ片１３１ａに当接する引寄せブロ
ックｆが設置されているとともに、戸先框室外側部２３１の外周端には内障子２の閉鎖時
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に引寄せ片１３１ａに当接するタイト材が取付けられており、右縦枠１３と戸先框２３と
の間を気密して、戸先框２３の外周面と右縦枠１３の内周面との間を通って外気が直接室
内に入り込むことを防止している。
【００３４】
　内障子２の召合せ框２４は、アルミニウム等の金属材料により形成された召合せ框室外
側部２４１と樹脂等により形成された召合せ框室内側部２４２とからなり、召合せ框室内
側部２４２が召合せ框室外側部２４１の室内側面及び外周面、即ち、障子の閉鎖時に室内
に露出する面を覆うように一体化され複合框として構成されている。
　そして、召合せ框室外側部２４１の室外側面の略中央には片部が形成され、外障子３の
召合せ框３３の室内側面に形成された片部と協働して煙返しｃを構成している。また、召
合せ框室内側部２４２の外周面部分の室外側端には、外障子３の召合せ框３３の室内側面
に近接するように突出部８５が設けられており、外障子３の召合せ框３３と内障子２の召
合せ框２４との間の空間を室内空間と分離して、空気の対流を抑制している。
【００３５】
　外障子３は、召合せ框３３全体がアルミニウム等の金属材料により形成され、複合框と
して構成されていない点で内障子２と異なっている。そして、召合せ框３３の室内側面に
煙返しｃを構成する片部を備えている。さらに、室内側面の外周端部には、内障子２の召
合せ框２４に当接するタイト材が取付けられており、外障子３の召合せ框３３と内障子２
の召合せ框２４との間を通って外気が直接室内に入り込むことを防止している。
　外障子３のその他の構成については、概ね内障子２と同様であるので、説明を省略する
。
【００３６】
－第２の実施形態－
　本発明の第２の実施形態について、図４を参照して説明する。
　第２の実施形態においては、レール間上カバー５１の下面の突出部７１に加え、さらに
、突出部７１の室内側には、下方行くほど室外側となるように傾斜するヒレ片（突出部）
７３が垂下させて構成されている。
【００３７】
　要求される断熱性能がそれほど高くない断熱サッシの場合は、製造コスト削減等の観点
から、障子閉鎖状態で内障子２が存在する領域ではレール間上カバー５１を省略すること
もできるが、より断熱性能を高めるためには障子閉鎖状態で内障子２が存在する領域にも
レール間上カバー５１を設けることが望ましい。その際には、図４に見られるように、内
障子２の上面に近接又は当接するヒレ片（突出部）７３を有するレール間上カバー５１を
内障子２が存在する領域に設けることにより、ヒレ片（突出部）７３と内案内レール１１
２ａとの間に空間が形成され、断熱効果を高めることができる。
【００３８】
　そして、第２の実施形態のレール間上カバー５１は、外障子３が存在する領域に設ける
レール間上カバー５１と内障子２が存在する領域に設けるレール間上カバー５１とを兼用
することができるので、新たなレール間上カバーを設計することなく要求される断熱性能
によって内障子２が存在する領域にレール間上カバー５１を設けるか否かを選択するだけ
でよく、部材管理が容易になる。
【００３９】
　また、第２の実施形態においては、外障子３の上端に近接するヒレ片（突出部）７１は
下端が室内側に傾斜して、内障子２の上端に近接するヒレ片（突出部）７３は下端が室外
側に傾斜しているので、ケンドンによる建て込みの際に、ヒレ片（突出部）７１，７３が
内、外障子２，３の上框２１，３１の上端の案内溝内に巻き込まれることを防止でき、施
工が容易である。
【００４０】
－第３の実施形態－
　本発明の第３の実施形態について、図５を参照して説明する。
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　第３の実施形態においては、上枠１１内周面と内、外障子２，３上面の間に介在する突
出部が、内，外障子２，３の上框室内側部２１２，３１２の上面より上方行くほど室外側
となるように傾斜して設けられたヒレ片（突出部）７４，７５として構成されており、ヒ
レ片（突出部）７４，７５の先端はレール間上カバー５１及び樹脂上部材１１４の下面に
近接または当接している。
【００４１】
　第３の実施形態においても、障子の建て込み完了後にレール間上カバー５１及び樹脂上
部材１１４の下面に近接または当接するように復元されるヒレ片（突出部）７４，７５に
よって、外、内案内レール１１１ａ，１１２ａから冷熱が伝達された空気の室内への対流
を抑止することができ、断熱性能を向上させることができる。
【００４２】
－第４の実施形態－
　本発明の第４の実施形態について、図６を参照して説明する。
　第４の実施形態においては、上枠１１内周面と内、外障子２，３上面の間に介在する突
出部が、軟質材料により形成され見込み方向に所定の幅を有し、内，外障子２，３の上面
に近接または当接する断面略逆台形の中空部（突出部）７６により構成されている。
【００４３】
　第４の実施形態においては、レール間上カバー５１の下面に形成した中空部（突出部）
７６により、外案内レール１１１ａから冷熱が伝達された空気の室内への対流を抑止する
ことができるとともに、中空部（突出部）７６の内部の空気層により、より一層断熱性能
を向上することができる。また、中空部（突出部）７６が所定の幅を有する断面略逆台形
に形成されているので、障子閉鎖状態で内障子２が存在する領域に設けた場合には、内障
子２の内案内レール１１２ａに直接外気があたることを防止することができる。
【００４４】
　さらに、中空部（突出部）７６は、断面略逆台形に形成されているので、障子の建て込
み時における中空部（突出部）７６のネジレ変形などを抑止でき、外観意匠が悪化してし
まうことを防止できる。
【００４５】
－第５の実施形態－
　本発明の第５の実施形態について、図７を参照して説明する。
　第５の実施形態においては、上枠１１内周面と内、外障子２，３上面の間に介在する突
出部が、軟質材料により形成され見込み方向に独立した２つの中空空間を有し、内，外障
子２，３の上面に近接または当接する中空部（突出部）７７により構成されている。
【００４６】
　そして、中空部（突出部）７７は、下方行くほど室外側となるように傾斜する室内側壁
面７７１、中間壁７７２、及び、上下中央位置が中空部（突出部）内方に屈曲する室外側
側面７７３により構成されている。
【００４７】
　第５の実施形態においては、第４の実施形態の突出部の作用効果に加えて、中空部（突
出部）７７が独立した２つの中空空間を有するので、一つの中空空間を小さくすることが
でき、製造時の押し出しの安定性に優れ、且つ、運搬時に結束テープなどで締め付けられ
るなどしても変形しにくくなる。
　さらに、中空部（突出部）７７を構成する室外側側面７７３が上下中央位置が中空部（
突出部）内方に屈曲する屈曲壁として構成されているので、障子の建て込み時における中
空部（突出部）７７の変形が一様になり、ネジレ変形などにより外観意匠が悪化してしま
うことを防止できる。
【００４８】
　なお、図６，７に示す第４、５の実施形態においては、突出部としての中空部（突出部
）７６，７７をレール間上カバー５１の下面に形成し、樹脂上部材１１４の下面の突出部
はヒレ片（突出部）７２により形成しているが、樹脂上部材１１４の下面の突出部を中空
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【００４９】
－第６の実施形態－
　本発明の第６の実施形態について、図８を参照して説明する。
　第６の実施形態においては、上枠１１内周面と内、外障子２，３上面の間に介在する突
出部が、レール間上カバー５１もしくは樹脂上部材１１４と同一の材料で形成され、その
下面より一体的に垂下されるヒレ片（突出部）７８により構成されている。ヒレ片（突出
部）７８の上端には変形用の薄肉のヒンジ部７８ａが形成され、下方に行くほど室内側と
なるように傾斜しながら垂下しており、その先端が内，外障子２，３の上面に近接または
当接している。
【００５０】
　第６の実施形態においては、ヒレ片（突出部）７８を含めてレール間上カバー５１もし
くは樹脂上部材１１４を同一の硬質材料で製造することができ、製造コストを低減するこ
とができる。
【００５１】
－第７の実施形態－
　本発明の第７の実施形態について、図９を参照して説明する。
　第７の実施形態においては、上枠１１内周面と内、外障子２，３上面の間に介在する突
出部が、レール間上カバー５１又は樹脂上部材１１４に回動可能に支持されたヒレ片（突
出部）７９により構成されている。
　ヒレ片（突出部）７９は、硬質材料で別体として形成され、ヒレ片（突出部）７９の上
端に形成された丸軸部７９ａをレール間上カバー５１又は樹脂上部材１１４に形成された
略Ｃ字形のヒンジ部５１ａに嵌め込むことにより回転可能に取付けられ、ヒレ片（突出部
）７９が傾斜した状態に維持されるよう取付けられている。
【００５２】
　第７の実施形態においては、ヒレ片（突出部）７９をレール間上カバー５１又は樹脂上
部材１１４と同一の硬質材料で製造することができ、製造コストを低減することができと
共に、ヒンジ部が疲労で破壊する恐れが無い。
【００５３】
　本発明の実施形態の断熱サッシの断熱性能について検証する。
　実施例１として、レール間上カバー５１の下面にヒレ状の突出部７１を設けた断熱サッ
シ、実施例２として、さらに、樹脂上部材１１４と樹脂下部材１２４と樹脂右部材１３２
に、それぞれ突出部８１，８２，８３を設けた断熱サッシを使用し、比較例として、上記
ヒレ状の突出部７１及び突出部８１，８２，８３を設けないものとした。
　以下に、本発明の実施例１，２及び比較例の熱貫流率を表１に示す。
　なお、熱貫流率とは、サッシ等の断熱性能を評価する基準の一つとして用いられ、サッ
シ等の内外の温度差が１度あったときに、１時間当たり、１ｍ2を通過する熱量をワット
で表したものであり、数値が小さいほど断熱性に優れていることを表す。
　表中、ＬＥ３－Ｇ１６－３とは、Ｌｏｗ－Ｅ ３ミリガラス＋中間ガス層１６ミリ＋フ
ロート透明３ミリガラスの複層ガラス、ＬＥ３－Ａ１６－３とは、Ｌｏｗ－Ｅ ３ミリガ
ラス＋中間空気層１６ミリ＋フロート透明３ミリガラスの複層ガラス、３－Ｇ１６－３と
は、フロート透明３ミリガラス＋中空気層１０ミリ＋フロート透明３ミリガラスの複層ガ
ラスを示す。
【００５４】
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【表１】

【００５５】
　表１から、いずれの複層ガラスを用いたサッシにおいても、レール間上カバー５１の下
面にヒレ状の突出部７１を設けることにより、窓枠のいずれの辺にも突出部を設けない比
較例に対して、熱貫流率が０．０４～０．０５ポイント改善され、さらに、樹脂上部材１
１４と樹脂下部材１２４と樹脂右部材１３２に、それぞれ突出部８１，８２，８３を設け
ることにより、０．０４～０．０５ポイント改善されており、サッシの断熱性が向上して
いることがわかる。
【００５６】
　以上のように、外、内案内レール１１１ａ，１１２ａの室内側における上枠１１内周面
と外、内障子２，３上面の間の空間に、変形復元自在な突出部を介在させることにより、
ケンドンによる内、外障子２，３の建て込み作業時に、容易に変形して邪魔にならず、建
て込み作業が終了すれば元の形状に復元して、上枠１１内周面と内、外障子２，３上面の
いずれかに近接または当接させることができるので、上枠１１内周面と内、外障子２，３
上面の間に障子を建て込み可能とするために十分な間隔を確保しつつ、建て込み完了後は
ヒレ片（突出部）７１，７２が該間隔の少なくとも一部の範囲を塞ぐことができ、上枠１
１内周面と内、外障子２，３上面との間の空気の対流を抑制することができる。
　そして、突出部は、角度を設けて垂下させることにより、障子の建て込み時における変
形が長手方向全長にわたって一様に行われ、途中でネジレなどが発生することを防止でき
、復元時に良好な近接又は当接状態を保つことができる。
　なお、突出部は、内案内レール及び外案内レールのいずれか一方の室内側に設けてもよ
いが、内案内レール及び外案内レールの両方の室内側に設けて、外障子と内障子にそれぞ
れ近接させることにより、上枠１１の全長に亘って空気の対流を抑制することが好ましい
。
　さらに、樹脂上部材１１４，樹脂上部材１１４の内周側端に設けられた突出部８１，８
２と、樹脂右部材５５，樹脂左部材５６の内周側端にもうけられた突出部８３，８４とを
設け、レール間上カバー５１及び樹脂上部材１１４に設けられた突出部７１，７２と連携
させることによって、断熱サッシの四周に亘って空気対流による冷熱の伝達を防止するこ
とができ、良好な断熱構造を得ることができる。
【００５７】
　なお、突出部は上枠または上框のいずれか他方に当接または２ｍｍ以下程度となってい
ることが好ましいが、１０ｍｍ以下程度となるように近接していれば、ある程度対流を抑
えることができ、断熱性能を向上することができる。
【符号の説明】
【００５８】
１　　　　　　窓枠
　１１　　　　上枠
　　１１１ａ　外案内レール
　　１１１ｂ　内案内レール
　１２　　　　下枠
　１３　　　　右縦枠
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　１４　　　　左縦枠
２　　　　　　内障子
　２１　　　　上框
　２２　　　　下框
　２３　　　　戸先框
　２４　　　　召合せ框
３　　　　　　外障子
　３１　　　　上框
　３２　　　　下框
　３３　　　　召合せ框
　３４　　　　戸先框

　５１　　　　レール間上カバー
　　５１ａ　　ヒンジ部
　５２　　　　レール間下カバー
　５５　　　　樹脂右部材
　５６　　　　樹脂左部材

　７１～７５　ヒレ片（突出部）
　７６～７７　中空部（突出部）
　７８　　　ヒレ片（突出部）
　　７８ａ　ヒンジ部
　７９　　　ヒレ片（突出部）
　　７９ａ　丸軸部
　８１～８５　突出部
【図１】 【図２】
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